
 
 

   みなし賃金について 

 

賃金の低下の理由が被保険者本人や事業主の責任等、高年齢雇用継続給付により補てんされる

ことが適切でない場合には、低下した部分の賃金も支払われたとみなし、低下率を計算し、支給

額を算定します。これをみなし賃金といいます。 

※ みなし賃金が算定される理由 

①被保険者本人の非行等による懲戒が原因である賃金の減額 

②疾病又は負傷等による欠勤、遅刻、早退等による賃金の減額 

③事業所の休業 

④妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退等による賃金の減額 

これらの理由により賃金の減額があった場合には、その減額された額が支払われたものと

みなして、賃金の低下率を判断することになります。 

 

 賃金形態が時給の場合でも、所定労働時間・労働日数を勤務しておらず、賃金が支払われて

いない場合はみなし賃金の対象となります。 

 休日出勤の振替で休んだ場合の控除はみなし不要です。 
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みなし賃金の算定例 
 

（例１） 月給者（基本給 300,000 円  皆勤手当 10,000 円） 

  ◆欠勤 1 日  減額 10,000 円   皆勤手当 なし 

支給対象月に支払われた賃金額 290,000 円  

賃金の減額があった日数    1 日  

支払われなかった賃金 20,000 円 減額 10,000 円+皆勤手当 10,000 円 

みなし賃金額 310,000 円  

 

（例２）月給者（基本給 300,000 円）   

  ◆休業 1 日  減額 10,000 円  休業手当 6,000 円 

支給対象月に支払われた賃金額 296,000 円  

賃金の減額があった日数    1 日  

支払われなかった賃金 4,000 円 減額 10,000 円－6,000 円（休業手当） 

みなし賃金額 300,000 円  

 

（例３）時給者（時給 1,100 円 1 日 6 時間×週 5 日勤務 通勤手当 1 日 200 円） 

  ◆所定労働日数 23 日 出勤 22 日（うち遅刻 1 日（△2 時間）） 欠勤 1 日 

支給対象月に支払われた賃金額 147,400 円 1,100 円×（6 時間×22 日－2 時間）＋通勤

手当 200 円×22 日 

賃金の減額があった日数    ２日 遅刻 1 日＋欠勤 1 日 

支払われなかった賃金 9,000 円 減額 1,100 円×（6 時間＋2 時間）＋通勤手当

200 円×1 日 ＝9,000 円 

みなし賃金額 156,400 円  

 


